
西町定住促進住宅 若者世帯を応援します ！！

（申込期間 毎月 １日～15日）

お問い合わせ
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
入善町役場 住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
TEL 0765-72-3841（直通）
FAX  0765-74-2108
E-Mail sumai@town.nyuzen.toyama.jp 

■ 住宅使用料

◆ 単身世帯 26,000 円

◆ 同居者（配偶者） 24,000 円

◆ 同居者（小学生以下のお子さん） 20,000 円

※ 町外転入者は １年間に限り 更に2,000円引き

（３年以上町外にお住まいの方）

雇用促進住宅を改修し、水廻りを一新
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ・洗面台

間取り 【1 D K 33.5㎡】

■ 住戸数 ３２戸（ ４階から５階まで ）
※ １階から３階は、所得制限があり、同居者が必要な

住宅に困窮する方のための公営住宅です。

（詳しくは下記までお問い合わせ下さい。）

＜ 西町町営住宅 所在地 ＞
〒939-0642 下新川郡入善町上野11625番地

入善町役場ホームページ（URL）
http://www.town.nyuzen.toyama.jp/

入居者募集中
じゃ！ ジャンボ～ル三世

追炊き式ユニットバス ウォッシュレット機能付

ぬくもりのある木製遊具

洗面器も一新

■ 入居要件（共通）

◆ ３人以下の世帯（小学生未満は数えない）

◆ 次のどれかにあてはまること

①単身入居

②配偶者と同居

③小学生以下のお子さんと同居

◆ 世帯全員の年齢が45歳以下

※ 入居期間は満50歳まで

◆ 地方税の滞納がないこと

■ 入居要件（事業所）

◆町内に事業所を有していること

◆雇用する者のための住宅であること

◆住宅に住所を移すことを確約できる者


